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埼玉県後期高齢者医療広域連合発行の資格確認書等について 
 

１ 資格確認書について 

令和６年１２月２日をもって被保険者証の新規発行を終了した後、有効な被保険

者証をお持ちでない方や、マイナ保険証をお持ちでない方については、資格確認書

により、被保険者情報を御確認いただくことになります。 

資格確認書は保険者によって様式、有効期間が異なりますが、埼玉県後期高齢者

医療広域連合（以下、「埼玉広域」）発行の資格確認書は、次のとおりです。 

なお、後期高齢者医療制度に限り、令和７年７月末までの間、現行の被保険者証

が失効する方には、マイナ保険証の有無に関わらず、職権で資格確認書を交付する

暫定的な運用を行います。 

 

⑴ 埼玉広域発行の資格確認書について 

様  式 …カード型の資格確認証を採用しています。 

 有効期限 …現行の被保険者証と同様に、毎年７月末を終期とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

⑵ 資格確認書に記載された被保険者情報について 

 資格確認書の記載項目には、必須記載事項と任意記載事項があります。 

 

必須記載事項…氏名、生年月日、被保険者番号、負担割合など被保険者資格の

確認に必要最小限の項目。 

任意記載事項…高額療養費の限度額の区分、長期入院該当日、特定疾病の区分

について、該当する被保険者の申請に基づき記載します。（申

請窓口は市町村） 

※「２ 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認

定証の廃止について」、「３ 特定疾病療養受療証について」

も合わせて御覧ください。 

～ 医療機関の皆様へ ～ 

必須記載事項 

任意記載事項 

※住所は裏面に自書する

こととなります 
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⑶ 令和７年７月末の年次更新までの暫定的な措置について 

  後期高齢者医療制度に限り、令和７年７月末までの間、現行の被保険者証が

失効する方には、マイナ保険証の有無に関わらず、職権で資格確認書を交付す

る暫定的な運用を行います。 

そのため、後期高齢者医療の被保険者は、暫定運用が行われている間は、被

保険者証か資格確認書のいずれかを所持していることになります。 

   

（現行の被保険者証が失効する方とは） 

・令和６年１２月２日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方 

・転居等により券面情報に変更が生じ被保険者証※が使用できなくなった方 

・被保険者証※を紛失された方 

 

    ※令和６年１２月１日時点で発行済みの被保険者証は、券面記載事項に変更

がなければ、廃止後１年間（有効期限が先に到来する場合はその時まで）

利用できるとする経過措置が設けられています。（埼玉広域発行の被保険

者証の有効期限は令和７年７月３１日です。） 

 

２ 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止について 

後期高齢者医療制度では、被保険者証が廃止されるとともに、「限度額適用認定証」、

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も終了します。 

 

 ⑴ 限度額適用認定等の認定状況の確認方法 

ア マイナ保険証の方…オンライン資格確認 

  イ 資格確認書の方…資格確認書の任意記載事項の欄、又はオンライン資格確認 

 

 ⑵ 発行済みの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」につ

いて券面記載事項に変更がなければ、証に記載された有効期限まで御利用いただ

くことができます。 

 

３ 特定疾病療養受療証について 

  特定疾病療養受療証は、申請に基づき今後も発行します。 

マイナ保険証の方については、オンライン資格確認により、該当する旨を確認い

ただくこともできます。 

また、資格確認書の方については、オンライン資格確認のほか、本人の申請に基

づき、特定疾病療養受療証該当である旨を資格確認書の任意記載事項欄に記載する

こともできます。 

 

 

 

 


